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自然災害の激甚化・頻発化

H25～H30年 平均259回

■ １時間降水量50mm以上の年間発生回数
（ｱﾒﾀﾞｽ1,000地点あたり）

アンダーパス部 平面部

■ 近年発生した自然災害の一例 ■ 冠水状況

■ 降雨による通行止め
（高速道路）
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H26～H30 平均8.0時間

○ 時間50mmを越える豪雨の発生件数は30年前の1.4倍に増加しており、近年、自然災害が激甚・頻発化

○ 路面冠水の発生件数は、年度によって変動があるものの、直轄国道では年間平均259回発生
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防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策について

＜令和３年度道路関係予算概算要求概要（令和２年９月 国土交通省道路局・都市局）より＞
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防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策について
＜令和３年度道路関係予算概算要求概要（令和２年９月 国土交通省道路局・都市局）より＞
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骨太の方針2020について

「経済財政運営と改革の基本方針2020」（令和２年７月17日閣議決定）＜抜粋＞

第２章 国民の生命・生活・雇用・事業を守り抜く

２．防災・減災、国土強靱化－激甚化・頻発化する災害への対応

（前略）昨年の台風災害や令和２年７月豪雨も教訓に、長期停電や通信障害などを防ぐ無電柱化をはじめとした電気・

水道等のインフラ・ライフラインや道路・鉄道ネットワークの耐災害性強化、大規模広域避難・要配慮者避難や中小河川

も含めた浸水リスク情報の充実、学校等の防災希望強化など避難対策の強化、森林整備・治山対策、インフラ老朽化対

策等を加速する（中略）

2020 年度までの「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」を集中的に実施するとともに、その実施状況を踏

まえ、国土強靱化の取組の加速化・深化を図る。３か年緊急対策後も、中長期的視点に立って具体的KPI（数値）目標を

掲げ計画的に取り組むため、国土強靱化基本計画に基づき、必要・十分な予算を確保し、オールジャパンで対策を進

め、国家百年の大計として、災害に屈しない国土づくりを進める。（後略）

＜参考＞長期間にわたる通行止めの発生

熊本県道 深水橋
令和２年７月豪雨

３ヶ月以上の通行止め

国道20号 法雲寺橋
令和元年台風19号
１ヶ月半の通行止め

国道41号
令和２年７月豪雨

１ヶ月半の通行止め
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国土幹線道路部会 中間とりまとめについて

5

社会資本整備審議会 道路分科会 国土幹線道路部会

持続可能な国土幹線道路システムの構築に向けた取組 中間とりまとめ（令和２年９月２５日）＜抜粋＞

３．ポストコロナ時代を見据えて加速すべき具体的な取組

（３）あらゆる取組を支えるネットワーク機能の確保

１）強靭で信頼性の高いネットワークの構築による安全・安心な社会の実現 ～災害時に「被災する道路」から「救援する

強靭道路」へ転換～

・近年の激甚化・頻発化する災害に鑑み、被災後もすぐに機能する、新たな防災道路ネットワークの考え方を本格導入

すべきである。

・その際、災害からの迅速な復旧と、早期の日常生活・経済活動の再開の両面から新たな目標を設定する必要がある。

・具体的には、第三者意見も踏まえつつ、高規格幹線道路等と並行する直轄国道を組み合わせたネットワークの緊急

点検を行い、ミッシングリンクの解消、暫定2車線区間の4車線化、ダブルネットワーク化等を推進すべきである。（後略）

高規格道路：４車線高規格道路：未整備

一般道（直轄国道）一般道（直轄国道）
防災課題箇所

災害に脆弱な道路ネットワーク 災害に強い国土幹線道路ネットワーク

・ミッシングリンクの解消

・暫定２車線区間の４車線化

・ﾀﾞﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ化（一般道の防災課題解消）

【必要な取組】

（注）高規格道路については、高規格幹線道路、地域高規格道路（計画路線）、その他計画段階評価等の調査が進捗している路線等をベースに選定



令和３年度道路関係予算概算要求について

＜令和３年度道路関係予算概算要求概要（令和２年９月 国土交通省道路局・都市局）より＞
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令和３年度道路関係予算概算要求について

令和３年度道路関係予算概算要求概要（令和２年９月 国土交通省道路局・都市局）＜抜粋＞

Ⅲ 要求概要

３ 防災・減災、国土強靱化に向けた中長期プログラムの策定について

近年の激甚化・頻発化・広域化する災害や、急速に進む施設の老朽化等に対応するべく、災

害に屈しない強靱な道路ネットワークを構築するため、中長期的な抜本対策を含めて、防災・

減災、国土強靱化の取組の加速化・深化を図る必要があります。

このため、災害からの迅速な復旧と、早期の日常生活・経済活動の再開の両面から新たな目

標を設定し、高規格幹線道路等と並行する直轄国道を組み合わせた新たなネットワークの考

え方の導入、緊急点検を行った上で、ミッシングリンクの解消、暫定２車線区間の４車線化、ダ

ブルネットワーク化等を推進するとともに、ライフサイクルコストの低減や持続可能な維持管理を

実現する予防保全による道路メンテナンスへの転換に計画的に取り組むため、中長期プログラ

ムを策定します。

＜令和３年度道路関係予算概算要求概要（令和２年９月 国土交通省道路局・都市局）より＞
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○静岡県佐久間町中部から浜松市西部へ向かう唯一の橋梁である旧原田橋（浜松市）が、平成27年1月の土砂崩れにより落橋。
○落橋後に迂回路（河川内仮設道路）が設置されたが、5年間で約150日の全面通行止め、通勤や買い物等の日常生活に支障。
○三遠南信自動車道の計画路線周辺の道路は旧原田橋以外も脆弱であり、道路の寸断によって生活交通に多大な影響を

与える為、早期のネットワーク整備推進によるミッシングリンク解消が不可欠。

◆三遠南信自動車道と沿線の脆弱路線（原田橋）

◆河川内仮設道路の通行止め

佐久間町中部

2,200台／日

256

151

東名高速道路

周辺道路の被災事例

豪雨による国道152号への土砂流出
(H22.7)

豪雨による国道152号ののり面崩落
(H30.3)

約
100
km旧原田橋落橋直後の迂回路

（約82km、2時間30分）

E19

浜松市

旧原田橋

一
般
国
道
４
７
４
号

三
遠
南
信
自
動
車
道

E69

152

至 浜松市西部

長野県

飯田山本IC

浜松いなさJCT

迂回路

浜松市
西部

河川内仮設道路（通常時）

H27 H28 H29 H30 R1・H31 R2

0h

250h

500h

750h

河川内仮設道路の通行止め

迂回路設置後も
約150日（計66回）の通行止め

開通した原田橋（R2.2）

佐久間ＩＣ(仮称)

旧原田橋の落橋（H27.1）

開通済
事業中

三遠南信自動車道

通行不能区間
事前通行規制区間

災害等による通行止め
箇所（H24以降）

E69

【通行止め等】

ミッシングリンク解消の必要性①（三遠南信自動車道）
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救急車両も迂回利用紀勢自動車道を迂回路として利用

【平成25年10月23日】

道路決壊

法面崩落

至 松阪市

至 熊野市

至 熊野市

至 松阪市

※12時間交通量

断面交通量

迂回利用

通常時
Ｈ24.9.19

規制時
Ｈ25.10.31

紀勢自動車道
国道42号現道

【平成16年9月29日】

H24.3 紀勢自動車道開通

・国道42号被災箇所の迂回路
として紀勢自動車道を利用

・救急車両は紀勢自動車道を
迂回利用して救急搬送が可能

尾鷲北ＩＣ

至 熊野

至 松阪

✖

◆被災箇所と紀勢自動車道

× × ×
× ×××

××
×

H25被災時迂回路

42

425

×××

✖

熊野古道 馬越峠

42号の寸断により熊野古道
を歩いて輸送

42

311

被災箇所

孤立集落

Ｈ24.3に開通した
紀勢自動車道を利用して

安全に迂回可能

浸水区域

浸水区域

海山ＩＣ

国道42号の浸水状況
通行止め：H16.9/29 16:00 ～ 20:45

至 松阪市
至 熊野市

42

県
道
・
市
道
等
も
被
災
が
発
生

H16・H25
被災箇所

ミッシングリンク解消の必要性②（近畿自動車道紀勢線）
○ 三重県紀北町では、台風21号（H16.9）により国道42号の道路決壊および浸水が発生し、約20,000人の住民が完全孤立。
○ H25.10の豪雨時にも国道42号の法面崩落により通行止めが発生したが、既に開通していた紀勢自動車道（H24.3）を迂回する事で、孤立

集落の発生はなく、救援物資の輸送が滞る事も無かった。
○ 引き続き近畿自動車道 紀勢線のミッシングリンク区間の早期開通が必要。

・道路の決壊および雨量規制に
よる国道42号や周辺県道の寸
断により、紀北町民約20,000人
が完全孤立

・孤立集落へは熊野古道 馬越峠
を利用し歩いて物資を輸送

通行止め：H16. 9/29 9:25 ～ 10/2 15:00

被災状況

通行止め：H25.10/23 8:00 ～ 11/14 15:00 

被災状況
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○ 岐阜県高山市の東海北陸自動車道 暫定２車線区間（飛騨清見ＩＣ～荘川ＩＣ）は、「平成３０年７月豪雨」により、のり面が崩落。
○ ４車線化されていれば早期に対面通行による交通の確保が可能であったが、暫定２車線であった為被災による長期（6日間）の全面通行

止めが発生し、全国有数の観光地である高山市の７月の観光入込客数が約３割減少。
○ 災害からの迅速な交通確保を支援するために、暫定２車線区間の４車線化を推進することが必要。
※H31.3.20に当該区間の４車線化済

◆東海北陸自動車道「平成３０年７月豪雨」被災箇所 ◆災害復旧工事の流れ

災害発生時に復旧工事に伴う全面通行止めが必要

災害復旧工事通常時
復旧工事後
交通確保

交通を確保しながら、復旧工事が可能

対面通行による
交通確保

復旧工事

暫定２車線区間の場合

約6日間の全面通行止め

◆高山市の観光入込客数

小矢部砺波JCT

東
海

北
陸

自
動

車
道

（
一

宮
Ｊ
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Ｔ
～

小
矢
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砺

波
Ｊ

Ｃ
Ｔ

）
1
8
5
km

E41

E8

E67

C3
一宮JCT

荘川IC

飛騨清見IC

白鳥IC

高山祭り（高山市）

東海北陸道
荘川IC～飛騨清見IC
災害による通行止め
H30.7.8～7.13

11,300台/日

H31.3.20
全線4車線化

岐阜県

福井県

E1
E19

全面
通行止め

4車線化事業中

被 災 状 況

H29

H30

対前年伸び率

観光客が約3割減少

春の高山祭り 秋の高山祭り

※H30.4は高山祭り開催日が天候不良であった為、入込客数が減少

※

高山市 ４車線区間の場合

暫定２車線区間の４車線化の必要性（東海北陸自動車道）
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○「令和２年７月豪雨」によって、国道４１号で道路崩壊が発生し約４０日の通行止めが発生。
○国道４１号の通行止め時には、東海北陸自動車道と東海環状自動車道の一部区間で代替路（無料）措置が実施され、

迂回路として機能。
○東海北陸自動車道と国道４１号がダブルネットワーク化されていたことにより、被災後も早期に広域交通を確保。

至 富山

至 名古屋

下呂市小坂町門坂
令和2年度7月豪雨
による通行止め
R2.7.8～R2.8.17
（約４０日）

・・・ 代替路（無料）措置

飛騨清見IC

（7月9日－8月17日）

東
海
北
陸
道

郡上八幡IC

美濃加茂IC

■被災箇所と代替路（無料）措置区間

被災箇所

■国道４１号（門坂） 被災状況（7月10日）

国道４１号 道路崩壊 延長０．５ｋｍ 至

名
古
屋

至

富
山

平行する東海北陸道
東海環状道を活用し
被災時も迂回可能

ダブルネットワークの必要性（東海北陸自動車道・国道４１号）

11

■美濃加茂～高山間の通行止め日数

国道41号

東海北陸自動車道等

約４０日通行止め

7/8 7/9 8/17

代替路（無料）措置期間

被災後速やかに広域交通を確保

※

※7/8 4:30～13:00 降雨による事前通行規制

7/14

（美濃加茂IC～飛騨清見IC）

対象区間追加（郡上八幡IC～飛騨清見IC）



国道23号国道1号 東名 新東名

トリップ長（km）
175

125

75

25
50

100

150 物流特性に応じた
道路サービスを提供

平均61km

平均89km

平均121km
平均138km

平均26km

平均72km

平均20km

平均39km
全車
大型車

○平常時は、基本的には発着に合わせて規格の高い道路から優先利用。 （部品製造企業）
○被災時は、被害支援物資を運ぶ路線の兼ね合いを見ながら、規格の高い道路から利用を想定。（部品製造企業）
○災害時に一時的に道路が使えなくなることはあっても、代替路は確保されると理解している。（自動車メーカー）
○南海トラフ地震等に対処するため、代替性・多重性を確保した道路ネットワークとして名豊道路のミッシングリンク解消・４車線化を期待。（商工会議所）

■自動車産業におけるサプライチェーン（イメージ）

■東西幹線道路のトリップ特性

■三河地域の企業へのヒアリング結果

系列部品
メーカー下請け

車両組立
工場

系列
販売店

港

■三河地域の主な物流（イメージ）

新城
市岡崎

市

豊川市

豊橋市

蒲郡市

幸田町

西尾市

安城市

碧南市

半田市

阿久比町

武豊町

美浜町

常滑市

東海市
大府市

東浦町

刈谷市

豊明市

知立市

東郷町

みよし市

名古屋市
瀬戸市

長久手市

日進市

豊田市

設楽町

東栄町

豊根村

湖西市

浜松市

知多市

田原市

1

23

1

E1
A

E8
7

伊勢湾岸自動車道路

三河港

衣浦港

中部国際空港

出典 大型車混入率：平成27年度 全国道路・街路交通情勢調査 / NEXCO中日本資料（新東名高速道路）
津波浸水区域：愛知県津波浸水想定（平成26年）/ 静岡県第4次地震被害想定 津波浸水（レベル2重ね合わせ）/ 防災みえ『津波浸水予測図』（平成25年度地震被害想定調査）
物流の便数：T社へのヒアリング調査等より

N

7.9万台（57%）

1.6万台（21%）

3.2万台（39%）

7.8万台（30%）

11.9万台（45%）

4万台（19%）

4.2万台（48%）

名古屋港

名古屋市

豊田市

岡崎市

豊橋市

部品工場拠点

車両組立
工場拠点

車両組立
工場拠点
(田原工場等)

T社グループ関連企業

高速道路
直轄国道
その他の国道
主要地方道
一般県道

【道路種別】

■国道２３号の利用状況
＜完成車＞（三河港へ）

約４００便／日
＜部品＞（田原工場へ）

約６００便／日

新東名・東名・国道２３号・国道１号等を利用

○愛知県三河地域は、太平洋ベルト工業地帯に位置し、自動車産業を中心に中部のものづくりの中核を形成する地域
○その地域を東西に結ぶ国道２３号は、自動車産業など多くの物流交通を支えている道路
○主要企業におけるBCPでは常時通れることを前提としており、災害時においても止まらない物流ネットワークが期待
○物流が多い当該地域において、新東名や東名、国道２３号といった規格の高い道路を整備することで、国道１号と合

わせて平常時・災害時においても止まらない物流を実現

物流と災害時における道路ネットワークについて（東名・新東名・名豊・国道１号）
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